
北海道文教大学履修規程 

（平成 11年 4月 7日 程 第 12号） 

 

 （目的） 

第 1 条 この規程は、北海道文教大学学則（以下「学則」という。）第 23 条から第 30

条までに規定する教育課程及び履修方法等について、必要な事項を定める。 

 

 （授業科目及び単位数等） 

第 2条 授業科目の種類、配当年次、単位数及び必修・選択の別並びに卒業及び資格取

得に必要な単位数は、学則第 23条に規定するものとする。 

 

（履修基準） 

第 3 条 学則第 35 条に定める各学部・学科の卒業に必要な単位は、別表１に掲げるも

のとし、所定の単位を修得しなければならない。 

 

 （授業科目の履修） 

第 4条 学生は、当該年度各学期始めの所定の期間内に、その学期に履修しようとする

科目について履修登録しなければならない。 

２ 履修は、開設する年度の履修配当年次及び学期によるものとし、上位年次及び学期

に配当された科目の履修は原則として認められない。 

３ 各年次における履修登録単位数の上限は、国家資格等関係科目、教職科目を除き 44

単位以内とし、各学期 26単位以内とする。 

４ 既に単位を修得した科目は、再度履修することができない。 

５ 履修登録科目について履修を取り止める場合は、所定の期間内に履修取消の手続き

を行わなければならない。 

 

 （履修科目の出席） 

第 5 条 当該履修科目における出席回数が各学期の授業回数の３分の２に達しない場

合は、原則として単位の修得ができない。 

２ 遅刻又は早退は、３回で１回の欠席とする。 

 

 （単位認定の方法） 

第 6条 各授業科目の単位認定は、定期試験やその他の方法により総合的に行う。 

２ 前項の規定により、単位の認定を受けようとする者は、当該学期の授業料を納入し

ていなければならない。 

３ 定期試験について必要な事項は別に定める。 

 

 （授業科目の評価基準） 

第 7 条 学則第 30 条に規定する成績の評価基準は、学期末の定期試験のみに偏重する

ことなく、課題レポート、出席の状況等、日常の学生の授業への取組みと成果を十分

考慮して設定するものとする。 

２ 前項の定めに基づき、それぞれの授業科目の評価基準はシラバスに提示して行うこ

ととする。 

 

 （成績の評価等） 

第 8条 成績の評価は、次により行うものとする。 

  



合否区分 表記（評価） 100点法に基づく得点 

合格 

ＡＡ（秀） 90 点以上 

Ａ（優） 80 点以上 90 点未満 

Ｂ（良） 70 点以上 80 点未満 

Ｃ（可） 60 点以上 70 点未満 

不合格 Ｄ（不可） 60 点未満 

その他 
ＤＨ（不可保留）  

Ｗ（履修取消） 

 

２ 成績の評価は、講義、演習、実験・実習・実技等の授業形態に応じた評価方法に基

づき行う。 

３ 前項の定めに基づき、合格点には達していないが一定の条件を満たしている者は、

ＤＨ（不可保留）とし、補習等を課し、当該学期内に再評価をすることがある。 

４ 4条 5項の手続きを行った場合は、Ｗ（履修取消）と表記する。 

５ 成績及び修得単位は、学期の始めに学業成績表をもって学生に通知する。 

６ 学生は、成績の評価について疑義がある場合は、所定の期限内に疑義の申立てを行

うことができる。 

 

 （進級要件） 

第 9条 各学部・学科の進級要件は別表２のとおりとする。 

 

 （各学科の履修方法） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか、各学科の履修方法等に関する必要事項は、別

に定める。 

 

（資格取得のために必要な要件） 

第 11 条 管理栄養士、理学療法士、作業療法士及び看護師の国家試験受験資格の取得

には、当該学科必修科目の単位及び卒業に必要な単位を修得しなければならない。 

２ 栄養士、保育士及び教育職員免許等の資格取得に関する必要事項は、別に定める。 

 

 （改廃） 

第 12条 この規程の改廃は、教務委員会の議を経て教授会が行うものとする。 

 

 

      附 則 

この規程は、平成 11年 4月 1日から施行する。 

 

      附 則 

この規程は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

 

      附 則 

 この規程は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２にかかわらず、平成 20 年 3 月末日に在学する学生につい

ては、従前のとおりとする。 

 

      附 則 

１ この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 21年 3月末日に在学する学生については、従前のとおりとする。 



ただし、看護学科の学生については、平成 20年 4月 1日から適用する。 

 

      附 則 

この規程は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

 

      附 則 

１ この規程は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 23年 3月末日に在学する学生については従前のとおりとする。 

３ 別表第２中こども発達学科の学生については前２項にかかわらず平成 22年 4月 1

日から適用する。 

 

      附 則 

１ この規程は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 24年 3月末日に在学する学生については従前のとおりとする。 

３ 別表第１中健康栄養学科の学生については前２項にかかわらず次のとおりとする。 

平成２２年度以前入学生 

科目区分 健康栄養学科 

教養科目 30 

専門基礎科目 31 

専門科目 25 

選択科目 38 

合計 124 

平成２３年度入学生 

科目区分 健康栄養学科 

教養科目 2 

専門基礎科目 31 

専門科目 25 

選択科目 66 

合計 124 

 

      附 則 

 この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

 

      附 則 

 この規程は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

  この規程は、平成 28年４月１日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２については、平成 28年３月末日に在学する学生について

は、従前のとおりとする。 

 

附 則 

 この規程は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

１ この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 31年 3月末日に在学する学生については従前のとおりとする。 

 



      附 則 

 この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２については、令和 2 年 3 月末日に在学する学生について

は、従前のとおりとする。 
 
      附 則 

 この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

      附 則 

 この規程は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２については、令和 4 年 3 月末日に在学する学生について

は、従前のとおりとする。 

 

      附 則 

 この規程は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

ただし、別表１及び別表２については、令和 5 年 3 月末日に在学する学生について

は、従前のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「別表１」（履修基準：第３条関係） 

 

 (1) 外国語学部  

科目区分 国際言語学科 

必修科目 35 

選択必修科目 18 

合計 124 

 

(2) 人間科学部 

科目区分 健康栄養学科 理学療法学科 作業療法学科 看護学科 こども発達学科 

教養科目 3 5 10 5 11 

専門基礎科目 28 42 41 33 27 

専門科目 29 64 63 75 2 

選択科目 64 
13 

※1 

10 

※2 

11 

(教養科目から修得) 
84 

合計 124 124 124 124 124 

※1：教養科目から 9単位以上（「自然と科学」は 1単位以上選択）を含め 13単位 

※2：教養科目から 4単位以上を含め 10単位 

 

（3）国際学部 

 

 

 

科目区分 国際教養学科 
国際コミュニケー

ション学科 

全学共通科目 8 8 

学部共通科目 
共通外国語 10 10 

北海道スタディーズ 5 5 

国際教養科目 

国際教養英語 10 － 

国際政治経済 
40 － 

国際地域研究 

国際コミュニケー

ション科目 

言語プロフェッショナル科目 

－ 40 国際・異文化コミュニケーショ

ン科目 

キャリア形成 
社会人基礎力 

20 20 
実用日本語 

語学研修 2 2 

卒業研究 4 4 

合計 124 124 



(4) 医療保健科学部 

科目区分 看護学科 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

理学療法学専攻 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

作業療法学専攻 

教養科目 4 6 6 

専門基礎科目 34 42 44 

専門科目 75 64 63 

選択科目 
11 

(教養科目から修得) 

12 

(教養科目から 8 単位以上) 

11 

(教養科目から 8 単位以上) 

合計 124 124 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「別表２」（進級要件：第９条関係） 

 

(1)外国語学部 

学科 必修・選択区分 
3 年次への 

進級要件 

4 年次への 

進級要件 

国際言語学科 

卒業必修 

(選択必修を含む) 60 単位以上 80 単位以上 

卒業選択 

 

 (2) 人間科学部 

学科 必修・選択区分 
2 年次への 

進級要件 

3 年次への 

進級要件 

4 年次への 

進級要件 

健康栄養学科 

卒業必修 
15 科目以上 － 

－ 管理栄養士必修 

栄養士必修 － 25 科目 

理学療法学科 
卒業必修 26 単位 56 単位 96 単位 

卒業選択 3 単位以上 11 単位以上 12 単位以上 

作業療法学科 
卒業必修 30 単位 69 単位 95 単位 

卒業選択 2 単位以上 6 単位以上 10 単位以上 

看護学科 
卒業必修 34 単位 78 単位 100単位 

卒業選択 10 単位以上 11 単位以上 11 単位以上 

こども発達学科 
卒業必修 15 単位以上 25 単位以上 

－ 
卒業選択 15 単位以上 35 単位以上 

   
(3) 国際学部 

学科 必修・選択区分 
3 年次への 
進級要件 

国際教養学科 
卒業必修 

62 単位以上 
卒業選択 

国際コミュニケーシ
ョン学科 

卒業必修 
62 単位以上 

卒業選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4) 医療保健科学部 

学科 必修・選択区分 
2 年次への 

進級要件 

3 年次への 

進級要件 

4 年次への 

進級要件 

看護学科 
卒業必修 34 単位 78 単位 100単位 

卒業選択 10 単位以上 11 単位以上 11 単位以上 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

理学療法学専攻 

卒業必修 28 単位 56 単位 97 単位 

卒業選択 6 単位以上 11 単位以上 12 単位以上 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

作業療法学専攻 

卒業必修 28 単位 68 単位 93 単位 

卒業選択 5 単位以上 7 単位以上 11 単位以上 

   

 


